
臨床調査個人票作成依頼票

更新用の臨床調査個人票の作成を依頼する際は，

受給者証と作成依頼票を病院に提示してください。

令和７年度の更新申請から臨床調査個人票を配布せず，それに代わる作成依頼票
（この用紙）を配布しております。
患者様から作成依頼がありましたら，①，②のいずれかで対応をお願いします。

① 受給者証等で疾病名を確認し，下記から様式をダウンロードして作成する。
② 難病データベースに登録の上で，アクセスキー付き臨床調査個人票（一次判定
後のもの）を発行する。

【ダウンロード先】（どちらのホームページでもダウンロードできます。）

■ 厚生労働省のホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36011.html

■ 難病情報センターのホームページ https://www.nanbyou.or.jp

※ダウンロードによる入手が困難な場合は，鹿児島県難病相談・支援センター
（℡：099-218-3134）までご連絡ください。

【注意事項】
令和６年４月１日から臨床調査個人票の様式が改正されています。
改正前の様式は，令和７年４月１日から使用できませんのでご注意ください。

フ リ ガ ナ 生 年 月 日

受診者氏名 年 月 日

太枠内に受給者証に書かれている氏名等を記入してください。

作成依頼票
（この用紙）

受給者証

問合せ先：鹿児島県難病相談・支援センター（TEL：099-218-3134）

難病指定医及び難病協力指定医のみなさまへ

特定医療費（指定難病）の更新手続きをされるみなさまへ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36011.html
https://www.nanbyou.or.jp

